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所有，組織，規模 

―“三権分置”政策に対する考察― 
 

金湛 1 
 
要旨 

改革開放後，農地の集団的所有権と農家の請負経営権の分離を土地政策の基本路線に，

中国政府は数十年にわたって様々な政策を打ち出し，幾度も調整と方向転換を行ってきた．

政策の調整と方向転換は，土地集積による農家の階層分化を避けながら，農業生産性の向

上を実現するための政府による模索であったと推察される．近年，中国経済においては構

造転換が求められ，経済資源を効率的に配置するために生産要素の流動性を高める政策が

実施された． 2013 年から実施する「三権分置」（所有権、請負権、経営権の分離）に

基づく土地政策は所有と経営，いわゆる生産関係に対する見直しであり，その実施に

より従来と異なる様式で農業生産が行われ，多様な生産関係を構築することが可能に

なった. 
本研究は再編のプロセスをたどっている中国の農業生産と農村社会を分析するために，

まず，中国における土地の所有制度及びその変遷に注目したい．そして，所有権，組織化，

生産規模といった三つの概念の関係に基づいて農業生産を複数のパターンに分類する．最

後に，それぞれのパターンの特徴を照らし合わせながら，土地政策の本質と効果について

検討する． 
 
キーワード：生産関係 土地所有 組織経営 三権分置 
 

 
Ⅰ．はじめに 

 
改革開放後，中国政府は農地の集団的所有

権と農家の請負経営権 2 の分離を土地政策の

基本路線として，数十年にわたって様々な政

策を打ち出し，幾度も調整と方針転換を行っ

てきた．その背後には，中国の土地条件と人

口条件に基づく農業問題，すなわち，分散的

な土地所有による農業経営の非効率性と，効

率性を高めるための土地集積による農民の小

作化，貧困化のジレンマがあった．政策の調

整と方針転換は，土地集積による農民の階層

分化を避けながら，農業生産性の向上を実現

するための模索であったと推察される． 
構造転換が求められる中国経済においては，

経済資源を効率的に配置するために生産要素

の流動性を高めることが望まれる．この開発

経済学の考えに基づいて，改革開放後，労働

と資本の流動性が高められてきた．市場化の

なかで，土地の私有化をめぐる議論は絶えな

かったが，公有制に基づく社会主義国家であ

る中国にとって，生産要素の象徴である土地

の私有化は政権の正当性に関わる問題となる．

したがって，中国では土地の私有化より，公

有制の下でいかにして市場メカニズムを導入

するかを検討したほうが現実的であった．市
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場化とは，一般的に財やサービスを提供する

主体を政府から民間に移行することにより，

競争原理を導入し，効率的な資源配置を促す

ことを指す．この定義によれば，市場化は生

産関係の変化をもたらす方法，すなわち政策

ではあるが，生産関係そのものではないこと

が分かる 3．政策を実施する目的と期待され

る効果を検討するにあたっては，次の二点を

考慮すべきである．①既存の生産関係の在り

方を確認し，諸問題の発生原因が生産関係に

依拠するか否かを判断する．②既存の生産関

係に原因がある場合，新しい政策の実施が既

存の生産関係に如何なる影響を与え，変化を

もたらすかを推察する．例えば，土地の所有

と利用における“三権分置”は，新しい政策

として，どのような生産関係の中から生まれ

たのか，既存の生産関係にどのような影響を

与えるのかを見極めることができれば，実施

効果を推測することが可能となる． 
農業において基本的な生産要素は土地，資

本，労働の三つであり，生産要素の所有と配

置をめぐり，様々な生産関係が結ばれる．そ

のなかで最も重要な所有権は，生産要素の移

転，調達，そして生産物の最終的な処分に対

して決定的影響力を発揮する基本的な生産関

係である．そして，生産要素の配置に関して，

経営者が所得の最大化を実現するため，限界

生産性と限界費用を考慮しながら規模の拡大

と費用の削減を図り，土地，資本，労働力を

調達する．その際，環境立地，制度，技術等

による制限が考慮される．例えば，他の経営

者と競争的な関係を持つ個別経営においては，

農業機械，農薬，肥料，技術等に関する資本

の調達は経営者によって排他的に行われる．

特に大規模経営の場合，工業的な分業と賃労

働を基本とする雇用関係が成立する．その一

方，経営者による共同生産を行う場合，生産

要素を共通で所有，利用することにより，個々

の経営者は資本投資の節約を図る．特に零細

農家による小規模経営の場合は互酬的な労働

交換によって労働投入を節約する．つまり，

所有権は最も基本的な生産関係として，生産

規模と資本の投入に影響を与えるが，具体的

な生産方式と生産要素の配置は経営者の志向

によって異なる．すなわち，三権分置政策は

所有と経営，いわゆる生産関係に対する見直

しであり，その実施により従来とは異なる様

式で農業生産が行われ，多様な生産関係を構

築することも考えられる．三権分置政策の本

質とそれによる効果を推察する際，単なる所

有制の視点からだけでは不十分であり，生産

組織の構築，生産要素の配置等の視点も必要

不可欠である． 
以上を前提に，本稿では再編のプロセスを

たどる中国の農業生産と農村社会を分析する

ために，まず，中国における土地所有制度お

よびその変遷に注目したい．そして，所有権，

生産規模，組織化といった三つの概念の関係

性に着目して農業生産を複数のパターンに分

類する．最後に，それぞれのパターンの特徴

を照らし合わせながら，土地政策の本質と効

果について検討する． 
 

Ⅱ．現代中国における土地所有の変遷 
 

中国共産党は政権樹立以前から土地革命を

実施し，耕地を大量に集積した寄生地主と富

裕な農民から土地を取り上げて小作農に分配

する土地私有制を展開した．しかし，零細化

した農業経営は生産効率の低下を招いた．経

営効率の格差による農民の階層分化，それに

伴う所有権の移転と土地集積の繰り返しを回

避する目的もあって，1950 年代初期から，中

央政府は「農業生産互助組」を基礎とする農

民生産合作社による組織化を推進した．さら

に，1958 年の人民公社の設立によって，土地，

役畜，農具を集団所有とし，農家を単位とす

る農業経営を大規模な公的経営と農民の賃労
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働に転換した．この組織化は農村地域の水利

施設の建設と工業生産を促す効果があったが，

画一的な経営管理や食料の買い付けと生産高

に比例しない分配が農民の生産意欲を低下さ

せた． 
改革開放後，土地の請負権の確立と農民に

よる農産物の処分権獲得によって人民公社は

消滅したが，1990 年代までの請負権は土地を

所有して任意に使用し処分する権利，いわゆ

る物権ではなく，あくまでも土地の所有者で

ある「集体」（集団）が借用者である農家に

対して行う目的限定の貸出，すなわち債権で

あった（小田 2004）．債権の法的効力は物権

より低いため，請負者である農家は所有権を

代行する行政に対して，債権の譲渡や使用目

的の変更を拒否することができず，結果とし

て改革開放後の不動産バブルと建設ラッシュ

に便乗した地方行政による強制的な土地収奪

が頻発した． 
2003 年，「農村土地請負経営法」の施行に

より，土地の請負権は物権化され（小田 2004），
その賃貸，交換，譲渡などの移転が認められ

た．2008 年に開催された共産党第 17 期中央

委員会第 3 回全体会議で採択された「農村改

革・発展を推進する若干の重大問題に関する

中共中央の決定」では，請負権の延長，確立，

登録をもとに，大規模経営を発展させるため

に請負権の流動化を推進する姿勢がみられた．

請負権の流動化に伴い，土地集積が再び進行

し，2013 年 12 月に開催された中央農村工作

会議では所有権，請負権，経営権の分離が打

ち出され，農業経営体制の軌道修正が行われ

た．この農業の大規模経営を推進する土地集

積においては，移転するのは請負権ではなく，

経営権である．請負権を持つ多数の小規模農

家による大規模経営者に対する経営権の譲渡，

いわゆる，逆小作に基づく農地の流動化が政

府の主導によって大々的に推進された．この

一連の権利の変遷に対して，原田（2020）は

1990 年代までの集団所有と請負は「一田一主」

制であったが，2003 年の請負権の確定と 2013
年以後の所有，請負，耕作といった三つの権

利を分離することによって中国農民の「承包

権」はもはや和訳による「請負」の範疇を超

えているとし，「一田二主」制の復権を主張

した 4． 
土地の所有と経営をめぐる諸権利の分離と

確定，期待される効果に対しては，農地取引

を通じて育成された大規模経営による農業の

集約化と高付加価値化の観点から評価されて

いる（池上・寳劔 2009：3–18，寳劔 2011）．

中国国内でも，権利の確定によって土地の流

動化が進んだこと，生産効率が上昇したこと

などが具体的な事例によって実証されている

（例えば，胡・陳・米 2018，林・王・王 2018）．
また一方で，政策の実施に対して，地域特性

を無視した大規模化の推奨による単位面積当

たりの生産量の低下，大規模化に向かない農

地の放置，大規模経営による優先的な希少資

源の獲得と中小規模農家への影響等が指摘さ

れている（例えば，黄 2017，金・謝 2020）．

これらの研究は制度そのものに対する批判で

はなく，補助金を用いた一方的な大規模化の

推進に懸念を示したものである．以上の研究

は農業生産の効率性の観点から，政策が適正

に実施されているか否かを検討したものであ

り，土地所有における三権分置の本質と今後

の中国における農業経営の展開の意味を探求

するものではなかった． 
1990 年代半ば以降，農業の生産性の問題，

あるいは農民の貧困や格差の問題が強調され

ているが，これらの問題は表面的な現象にす

ぎない．構造的にみれば，三農問題の核心は

長い間土地と農業に縛られてきた農民同士，

そして，農民と都市住民の間に固定化された

所有と分配の生産関係にあると考えられる．

通常，政策は具体的な社会問題を解決するた

めに設定，実施されるが，問題の構造を理解
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し，構造の改善を図る対策を講じない限り，

つまり，短期間の農業生産性と農民所得の上

昇を目指すだけでは三農問題を根本的に解決

することはできない．その意味において，中

国の農業，農民，農村の生産関係に焦点を当

てた研究は不足している． 
以上の観点から考えれば，三権分置は単な

る公有制という建前の下での私有化の展開

（桂 2016）や，土地の効率的利用を図る手段

ではない．『中国農村経営管理統計年報』に

よれば，2009 年に 12.0％であった農地流動化

率が 2017 年には 37%に達しており，上海

（75.4%），北京(63.2%)，江蘇（61.5％），浙

江（56.8％），黒竜江（52.1％）といった都市

部，沿海部の経済構造の転換がなされている

地域や，大規模化が展開しやすい地域を中心

に流動化が進んでいる．移転先に関しては，

中核農家への移転は 2.94 億ムーで最も多く，

総移転面積の 57.5%を占めているが，その割

合はわずかながら低下している．それに対し

て，合作社への移転は 1.16 億ムーと前年に比

べ 12.4%増え，全体の 22.7%を占めている．

また，企業への移転は 5035 万ムー（9.8%），

都市住民，農村の住民組織，他の社会団体，

研究機関への移転は 5102 万ムー（10.0%）と

なり，非農村住民または公的部門による集積

が 2 割程度を占めている．移転した土地のほ

とんどは借地であり，移転した総面積の

80.9%を占めているが，土地の提供による組

織経営への参加の比率（5.8%）とその増加（前

年比 0.7％上昇）に加え，5.8%の土地の交換と

4.7%のその他の形式の移転が地域特性に応

じて多様化する農業経営の展開を示している．

これらの土地利用に対して，請負権の譲渡は

2.8%にとどまっており，面積規模は大きいも

のの（1442.4 万ムー），割合からみれば大幅

な請負権，いわゆる物権の集積にはなってい

ない． 
以上の事実からみて，三権分置に基づく二

重所有制の確立は今後中国の多様な農業経営

の展開に対応する経済資源を効率的に配置す

ると同時に，市場メカニズムに基づく再分配

を実現する試みになると推測される．そして，

政策展開の意義として中国の農村における生

産関係の変化をもたらすことが期待される． 
 

Ⅲ．市場，効率と所有制 
 
速水（1995：226）によれば，経済資源の利

用にあたって，競合する人々を調整する枠組

みは経済体制である．そして，市場と国家と

いう二つの組織体が経済体制の決定要因とな

る．市場は人間の経済活動を全体の利益を高

める方向に働くが，国家は公権力を用いる独

占組織であり，人々の行動を制限する．両者

は相互依存の関係を持つが，資源配分のメカ

ニズムとして市場と国家は対極的な枠組みを

構築している．市場は需要と供給の関係に基

づく交換取引を可能にするシステムであり，

交換取引は財やサービスの所有権の移転を意

味する．自由市場では，一物一価の法則の下

で，価格が需要と供給を一致させるように働

き，限界費用と限界効用が一致する均衡点を

超えた生産を行えば，社会の総効用が低下す

る．そのため生産性の低い生産者は操業を停

止する．他方，計画経済を導入する公有制の

諸国では情報の非対称性や価格統制により，

効率的な資源配分が行われず，過剰な公共財

の供給による国民経済への負担も懸念される．

経済資源を効率的に利用するインセンティブ

をもたらすためには，私的所有権と競争的な

市場システムが優位性を持つと新古典派経済

学者は主張する（例えばランズバーグ 2004：
168）． 
中国では 1993 年の憲法改正に伴い，生産計

画，価格決定などを市場メカニズムに委ね，

市場価格の調整機能を経済システムに取り入

れた．社会主義諸国ではベトナムも市場経済
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の導入により持続的な高度経済成長を実現し

た．中国の社会主義市場経済に対して，中谷

（2002：174）は自由を求める市場経済と個人

の自由を制限する社会主義の矛盾に注目して，

持続的な経済発展の可能性を疑問視した．中

谷が言及した社会主義が「中国共産党の指導

下に置かれる人民民主主義独裁」のマルクス・

レーニン主義なのか，それとも生産手段の社

会的所有という狭義の社会主義なのかは不明

であるが，いずれにしても，市場経済と公有

制は相容れない矛盾するものなのか否かは重

要な論点となる．それに対して，筆者は公有

制と市場経済の両立を根本的に否定すること

は論理的に不可能であると考えている．なぜ

なら，経済資源を効率的に利用するインセン

ティブは必ずしも生産要素の私有に依拠せず，

むしろ生産物の処分権の有無による影響の方

が大きい．例えば，自営地主の場合，生産物

の処分権は土地の所有者に帰属し，生産規模

の調整は土地所有者の判断によって行われる

が，所有権と経営権が分離される場合，生産

物は最終的に土地の所有者と経営者の間で配

分される．土地の賃料が一定である場合，生

産物によって利益が異なれば，土地の所有者

より経営者の方が資源を効率的に利用するイ

ンセンティブを有する．つまり，所有制に関

係なく，経済資源の効率的な配置は生産物の

処分権を持つ者によって行われる． 
市場では情報の集約と価格調整のため，市

場参加者が不完全な情報しか入手できないこ

とや情報処理能力に限界があることを除いて

考えても，市場における情報の伝播と市場参

加者による判断に時間が必要である．局所の

最適化を繰り返しながら最適化を達成するよ

り，政府による情報の集約と価格調整を行っ

た方がより高い効率性を有する．無論，この

場合は政府による情報操作を考慮していない．

特に一部の産業に特化した政策や外部経済を

配慮した政策の実施，専門的技能の形成，長

期的な産業育成計画を遂行することに関して

も，市場より政府主導の方がより効率的であ

る．広義的に見れば，社会民主主義諸国，ま

たはシンガポールのような国家権力による高

度な規制を有しながら経済成長を成し遂げた

国も多数ある．つまり，効率的な経済資源の

配分という目的において，有効需要の政策的

なコントロールを主張するケインジアンと市

場機能を重視する新古典派経済学者は同じで

あり，主な違いは調整する主体が市場か政府

かである．中谷が発展の持続性を懐疑的に見

た中国経済も，指摘後の 10 年間にわたり，年

９%以上の成長を続けた．そこから言えるの

は，効率的な資源配分は所有制に関係しない

ということである． 
効率的な経済資源の配分が達成されても，

中国における農民の貧困問題は改善されなか

った．むしろ，高度経済成長を達成する間，

三農問題は深刻化する一方であった．所得格

差を縮小するように調整するには，市場メカ

ニズムによる作用は期待できず，政府による

再分配が期待される．しかし，再分配にはコ

ストがかかり，福祉国家ではない中国にとっ

て，政府による再分配より，生産段階におい

て格差を低く抑える方法を検討する必要があ

る．言い換えれば，三農問題を解決するため

には生産関係の変化を考える必要がある．以

下では生産と分配の両方の効率性とコストか

ら検討していきたい． 
 
Ⅳ．生産要素の効率的配置と取引コスト 

 
生産規模に関しては生産関数の示す通り，

まず生産資源の投入拡大に伴い平均生産性と

限界生産性が共に上昇するが，平均生産性は

限界生産性より低い．生産者は生産要素の投

入を増やし，生産規模を拡大する．次の段階

では平均生産性と限界生産性が共に低下する

が限界生産性は平均生産性より低いため，生
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産者はこの段階で利潤の最大化を模索する．

規模が大きくなるにつれ，規模の経済により

収穫が逓増する．所有権の移転が制限される

場合や，自然条件によって大規模な農業生産

が実現できない場合，小規模所有に基づく生

産者の組織化が望まれる．組織化は一定の範

囲内において計画的な共同生産を行うもので

あり，構成員は異なる役割を分担し，共同生

産と共同販売の下で，機械の共同利用と作業

の共同化を行う．集団的経済資源の利用に伴

う互酬的な相互行為は参加者にとって公共財

のような役割を果たすため，経営者は生産費

用を節約できる．単一品目の場合，大規模化

によるメリットが顕著に見られるが，小規模

多品目の場合は共同生産が製品の高付加価値

化の実現に強みを発揮する． 
ところが，実際に農業生産を行う場合，生

産関数と費用関数に含まれる指標以外に，生

産者は取引コストを考慮しなければならない．

例えば，求められている生産要素が市場で入

手可能かどうか，価格はどうなるかなど様々

な情報収集に関する探索コストがある．また，

生産要素の取引や協働にあたって，他者の同

意を得るための交渉コスト，組織化する場合

はリーダーが負担する管理コストが求められ

る．生産者が大規模化と組織化の間で選択を

行う場合，次の選択が推測される． 
例えば，ある村で4戸の農家がそれぞれ1ha

の土地を所有する．1ha 当たりの生産物は 1
単位となり，1 戸による大規模生産を行って

も，個別で生産しても生産物の合計は不変と

仮定する．ただし，個別経営の場合は機械等

の投資にかかる費用を最小化するために組織

経営を行う．図 1 は 1 戸当たりの経営規模と

経営者の数の組み合わせである．A は 1 戸に

よる大規模経営，面積は 4ha，B は 2 戸によ

る中規模合作経営，1 戸当たりの面積は２ha，
C は 4 戸による小規模合作経営，1 戸当たり

の面積は 1ha である．A，B，C の生産物の量

は同じであるため，これらの点を結んだ曲線

は無差別曲線となる．図 1 は農業生産の組織

化と大規模化との代替関係を示している． 

図 1 生産物の無差別曲線 

大
規
模
化 

A 

B 

C 

組織化 

(出所) 筆者作成 

組織コストの高い国の等費用線 

集積コストの高い国の等費用線 
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大規模経営を行う場合，他の農家から土地

の調達が必要となる．その場合，土地の代金

以外に，権利の移譲をめぐる様々な交渉が必

要となる．購入の場合，交渉は売買の成立を

もって一度で終了するが，借地の場合は契約

更新ごとに交渉が発生する．ここでは土地の

集積に関連する交渉によって発生するコスト

を集積コストと称し，金額によって評価する．

1 戸当たりの単位集積コストは 1 万円と仮定

する．そして，単位集積コストと交渉する相

手の数と契約更新の回数の積が合計集積コス

トとなり，式で表すと下記の通りとなる． 

 単位集積コスト×戸数×契約更新回数＝

合計集積コスト 

他方，組織経営を行う場合，他人によるた

だ乗りを防ぐ農家同士間の交渉や監視がしば

しば発生し，それに伴うコストが生産を行う

際に必要となる．ここでは組織経営をめぐる

交渉と監視によって発生するコストを交渉コ

ストと称し，年間 1 戸当たりの単位交渉コス

トを千円と仮定する．そして，単位交渉コス

トと交渉する相手の数と生産年数の積が合計

交渉コストとなり，式で表すと下記の通りと

なる． 

 単位交渉コスト×戸数×生産年数＝合計

交渉コスト 

A の場合は，契約更新がなければ初年度の

み 3 万円の集積コストが生じるが，交渉コス

トは必要としない．B の場合は，初年度に 2
万円の集積コストがかかり，毎年 2 千円の交

渉コストがかかる．C の場合は，集積コスト

がかからないが，毎年 4 千円の交渉コストが

かかる．したがって，長期経営を行う予定が

なければ，経営者は A を採択しない．また，

C は簡単に開始できるメリットを有する一方，

上記の例では 8 年以上経営を行えば，A のコ

ストを上回る．ここから以下の結果が予想さ

れる． 

 合計交渉コスト＞合計集積コスト 

の場合，農家は大規模化を選択する．そし

て， 

 合計交渉コスト＜合計集積コスト 

の場合，農家は組織経営を選択する． 
したがって，アメリカのように市場メカニ

ズムの機能を高めるような制度化が進んでい

る国では集積コストが低く，日本のように農

地の取引を厳しく規制する国では集積コスト

が高い．日本の場合はさらに村落の共同体が

機能することによって交渉コストを低く抑え

ている．日米両国では交渉コストと集積コス

トが異なるため，異なる等費用線が描かれる．

その結果，アメリカは大規模経営を選択し，

日本は小規模私有制に基づく組織経営を選択

する傾向がみられる． 
中国の場合は，日本のような共同体関係が

存在せず，一般的に交渉コストが高いとされ，

組織化よりも大規模化が展開されやすいと考

えられる．その一方，土地に関する権利が複

雑で，請負権の解釈と請負期間が不確定であ

れば，土地に対する権利の消滅を恐れる請負

農家の不安と，経営権と経営期間不確定によ

る大規模経営に対する経営者の不安によって

集積コストを上昇させるため，大規模化が妨

げられ，農業生産の現代化が阻止される．こ

れらの理由から，大規模経営を促進するため

に中国政府は土地の請負権，経営権の確立お

よびその保証に力を入れざるを得なかった．

つまり，三権分置政策の展開は集積コストを

下げ，土地の流動性を高めるための手段であ

ると考えられる． 
 

Ⅴ．生産関係に基づく農業生産の類型 
 
二分法によって考察した生産関係，すなわ
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ち所有権，生産規模，組織化のそれぞれを公

と私，大と小，有と無に分け，その組み合わ

せを示したのが表 1 である．ここでいう所有

権とは土地の最終的な処分権のことであり，

二重所有の場合は第一所有までを考慮し，経

営権については考慮していない．大規模と小

規模との区別は，経営者およびその家族だけ

によって生産が完成するかどうかで判断して

おり，生産過程において恒常的に雇用が生じ

る場合は大規模経営とみなす．組織化とは複

数の独立的な経営主体が統括的に，情報，資

源，利益を共有するシステムの中で管理，運

営されることを指す．つまり,経営主体の内部

に複数の意思決定機関が存在しない場合,組
織化はなしとみなす.以上の概念は相対的な

ものであり，異なる生産関係を比較するため

に用いた． 
大規模な単独経営には様々な形態がみられ

るが，共通するのは経営者に集中した権利の

下での賃労働と規模の経済が機能することで

ある．私的所有の場合はアメリカの大型農場

（タイプ 1）がその典型であり，公有制に基

づく生産隊，三権分置に基づく農業企業と中

核農家（タイプ 2）がその代表となる．上述し

たように生産隊の低効率は最終処分権の不在

によるもので，それを除いて考えれば，所有

制が異なるものの，農業企業，中核農家は大

型農場と本質的に同じ目的と手段を有するも

のと考えられる．そして，多国籍企業（タイ

プ 3）と人民公社（タイプ 4）と所有制に関係

ない農業協同組合は大型単独経営の生産隊，

農業企業，中核農家等を統括的に管理，運営

する情報，資源，利益を共有するシステムで

ある． 
他方，小規模経営の場合は，例えば，1940

年代に中国各地で行われた土地改革によって

土地が農民に配分されたケース（タイプ 5）
や，1978 年の改革開放直後の請負制（タイプ

6）が考えられる．上記の二つは異なる所有制

度に基づいており，前者は個人によって所有

されるが，後者の所有権は「集体」に帰属す

る．二つの生産関係の根本的な違いは土地の

所有権の所在である．しかし，所有権の有無

にかかわらず，この二種類はいずれも零細分

表 1 所有権、生産規模、組織化に基づく農業生産の類型  

タイプ  所有権  生産規模  組織化  具体的な形態  

1  私的  大  無  大型農場  

2  公的  大  無  生産隊、農業企業、中核農家  

3  私的  大  有  多国籍企業  
農業協同組合  

4  公的  大  有  人民公社  

5  私的  小  無  零細分散経営  

6  公的  小  無  請負制に基づく自営  

7  私的  小  有  集落営農  

8  公的  小  有  村営合作社  

(出所 )  筆者作成  
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散経営に基づく小規模農業生産であり，生産

物の処分権に対する本質的な違いはなく，農

民の農業に対するインセンティブに与える影

響の違いもないと考えられる．請負制の下で

は土地改良に対する投資が妨げられるという

指摘があるが，この問題が生じる根本的な原

因は土地に対する権利の確実性と請負期間に

あり，所有制によるものではない．小規模に

よる低生産性は共通の問題となっており，そ

の改善策の一つとして表 1 のタイプ 1 とタイ

プ 2 の大規模化が考えられるが，自然環境等

の制限によって大規模化が実現できない場合

は，組織経営が代替的な方法として考えられ

る．そうすると，私有制に基づく日本の集落

営農（タイプ 7）と公有制と三権分置に基づ

く村営合作社(タイプ 8)は小規模農家を統括

的に管理，運営し，情報，資源，利益を共有

するシステムだと言える． 
以上のことから，土地の所有制は異なる生

産関係を影響するが，生産様式により強い影

響を与えるのは生産規模の大きさと組織の有

無である．所有制は基本的な生産関係として，

生産物の分配に影響するが，生産効率，生産

費用，資源の配置まで決定するとは言い難い．

さらに，上記のタイプ 1 とタイプ 3，タイプ

2 とタイプ 4，タイプ 5 とタイプ 7，タイプ 6
とタイプ 8 はそれぞれ対応しており，タイプ

3 と 4 はさらにタイプ 7 とタイプ 8 の上位形

態として考えられ,農業協同組合は所有制に

関係なく上位の大規模な組織体として存在し

うる.この観点からみれば，効率性と節約を達

成するために大規模化と組織化のいずれ，ま

たはその両方を導入することも可能であろう． 
中華人民共和国建国後の中国を見れば，農業

生産は上記のタイプ 5 の零細分散経営をはじ

め，「農業生産互助組」といった合作組織を

経て，タイプ 2 の生産隊，タイプ 4 の人民公

社を経験した後，タイプ 6 の請負制に基づく

自営といった小規模経営に戻っている．その

後，再び生産隊の前身ともいえる農業生産互

助組に近い「連営」（組織経営）になった．

農工間の所得格差の拡大に従い，三農問題が

顕著となったことから，農民の所得向上のた

めに，離農を促しながら，三権分置に基づく

大規模経営，すなわち，上記のタイプ２の農

業企業，中核農家を推進した．また，大規模

経営を図りにくい地域ではタイプ 8 の村営合

作社が増えてきた． 
 

Ⅵ．三権分置の本質と効果 
 
本質的にみれば，現在中国で実施，推進さ

れている所有権，請負権，経営権の分離は宋

王朝以後導入された永佃制 5，一田二主制に

表 2 二つの土地所有制度に関する比較 

制度 第一所有権（物権） 第二所有権（物権） 耕作権（債権） 

永佃制、一田二主制 

大地主 

（田底権） 

小（二）地主（永代小作農） 

（田面権） 

佃農（一般小作農） 

（耕作権） 

最終処分権 

相続、譲渡可能 

無期限使用 

相続、譲渡可能 

賃貸契約に基づく 

用途限定、有期使用 

請負制、三権分置 

農民「集体」 

（所有権） 

請負農家 

（請負権） 

中核農家、経営者 

（経営権） 

最終処分権 

譲渡可能 

准無期限使用 

相続、譲渡可能 

賃貸契約に基づく 

用途限定、有期使用 

（出所）筆者作成 
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類似している．表 2 に基づいて考えると，1990
年代までの土地の所有権，最終的処分権は農

民「集体」にあり，請負権は債権の耕作権に

相当する．そのため，所有者（所有の代行者）

による用途変更に対して拒否ができない．

2003 年以降，請負権の物権化により，請負農

家の永代小作農の地位が確保され，請負権は

第二所有権に移行した 6．所有権の集中を防

ぐため，2013 年に請負権から第三の権利，い

わゆる経営権を分離させ，耕作権の取引のみ

を推奨し，請負農家は土地を耕作農家や企業

に貸し，借地料を受け取ることが可能になっ

た．農業税が廃止されたため所有権を持つ農

民「集体」への支払いはないが，二重所有の

実態は同じである．公有制に基づく社会主義

の政治体制を持つ中国にとって，小地主を大

量に作り出すことは政権の正当性に危機をも

たらすため，公式に私有制を認めることはで

きない．しかし，二重所有に回帰することは

農業生産と農民の生活保護の両面において本

質的に合理性を持つ． 
かつての一田二主制と現代との違いは所有

と生産における分散と収斂にある．封建制の

下では少数派による所有，多数派による生産

であり，少数派による搾取ではあるが，農業

が国民生産のほとんどを占める時代，農業に

よって国民を養うことの重要性を考慮して，

実質的な土地集積を避け，生産者に分散する

ことは農民の階層分化を回避し，彼らの生活

の安全を守る重要な手段であった．土地の二

重所有制は地主の権利を守りつつも，農民の

生活，社会の安定を保つという重要な生産と

分配のシステムである．二重所有制の下で，

一般小作農は土地の所有権を有しないが，生

産物の処分権を有するため，生産意欲が低下

しない．農業生産性が王朝時代とほとんど変

わらない建国初期，人民公社は農民に名目的

な土地の所有権を与えたが，生産物の処分権

を与えてはいない．農業に依存する当時の経

済状況のなかで，農民の生産意欲の低下は社

会的危機をもたらした．改革開放後，特に初

期段階において，農民に生産物の処分権を与

えたことは食糧危機が起きない主な理由であ

る（池上・寳劔 2009：5–6）． 
しかし，改革開放後の経済発展に伴い，国

民経済の中心は農業から非農産業に移り，農

業と非農業における所得格差の拡大は農業生

産へのインセンティブを大幅に低下させた．

この時期において，農業を安定的に維持し発

展させるためには，農民の生活水準の向上が

必要不可欠となってくる．これらの農業政策

の模索と転換は国民経済の発展と転換の時期

と一致している．また，人口密度が低く大規

模経営を行いやすい平原地域と，人口密度が

高く大規模経営を行いにくい山間地域では，

異なる農業の展開が必要となる．アメリカの

耕地面積は 1.6 億 ha であり，それに比べ中国

の耕地面積は 1.4 億 ha 未満である．また，中

国の農業人口はアメリカの総人口に匹敵する．

土地条件と人口条件に恵まれたアメリカは大

規模経営に適する土地で労働生産性の高い資

本集約的農業を展開することができるが，中

国は農業で大規模な人口を養うだけでなく，

農民の所得向上を同時に実現しなければなら

ない．したがって，中国においては，地域の

特性に応じた農業の展開が求められる．現在，

中国で推進されている土地に対する三権分置

の政策はこういった多様なニーズに対応し，

生産と再分配の両面において調整機能を発揮

すると考えられる． 
土地資源の効率的な配置の角度からみれば，

2003 年以前の請負権は物権化されていなな

ったため所有権の性格を有しない．そのため，

行政主導で組織化することは実質上請負権を

取り上げることになる．農民は請負権を失う

ことを恐れて組織化を拒否する傾向が強く，

交渉コストが高い．そして，2013 年まで請負

権と経営権は異なる権利として明確に分離し
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ておらず，経営権は請負権と混同することが

多い．農民は経営権の移転によって請負権の

喪失を恐れて，土地の流動を阻止し、集積コ

ストが高い． 
三権分置の展開は基づく所有権，請負権，

経営権の分離，確定，保証である。農業を継

続する農民からみれば，組織経営に参加して

も，所有権から分離した請負権が作物の処分

権を保証するため，参加を拒否する傾向が弱

くなり，組織コストが下がる．また，請負権

と経営権の明確な分離は物権化した請負権と

債権である経営権との差別化であるため，農

民の土地移転に伴うリスクを軽減させる．そ

の結果、集積コストを下げる効果を発揮し，

土地の移転が促進される． 
原田（2020）は「承包」の視点から中国の

「自営地主」と小作農との関係において以下

の作用を捉えた．つまり，土地の「所有者≠

耕作者」，「所有者＝経営者」の関係において

固定化されない状況，すなわち，実務の農作

業に携わる人々が流動し続ける状況を作り出

し，職を固定化しないことで生活水準の向上

を図るための機会に多く巡り合うという状況

である．これに基づいて考えれば，経営権の

移転を推奨する三権分置における関係は「所

有者≠耕作者」，「所有者≠経営者」となる．

多数の農民による分散所有によって，政治的

な視点から「社会主義的思想を反映した経済

秩序が生まれる」だけでなく，社会福祉の視

点から農家の資産収入の確保，社会経済の視

点から経営を固定化しないことで労働者のみ

ならず経営者ですら絶えずシャッフルされる

ことになる．この「ビルド＆スクラップ」の

繰り返しのなかで効率的な資源の配分が望め

るであろう． 
 

おわりに 
昨今，中国の都市と農村の経済格差が叫ば

れるなか，三権分置に基づく一田二主制によ

る効率的な再分配が期待されている．経済的

格差が拡大する根源は資本に対する不均衡な

所有にあるとされている（ピケティ 2014：
350–391）．三権分置に基づく一田二主制は少

数派による生産，多数派による所有であり，

地域内における土地所有の格差も小さい．少

数の経営者による効率的な大規模生産の場合，

莫大な利益を作り上げても，所有の分散によ

り利益は生産者に独占されることなく，多数

の農家に分配され，彼らの資産収入になる．

多数派が不労収入を得ること，いわゆる少数

派に対する搾取になるが，社会福祉の観点か

らみれば，所得格差の調整になる．しかもこ

の調整は市場メカニズムに基づくものであり，

効率性への影響は小さい．組織経営の場合，

共同生産，平均分配という社会主義の理念が

自動的に実現されるため，農村内部における

格差を拡大させることはない．以上のことを

考えれば，三権分置に基づく二重所有は経済

資源を効率的に配置するだけでなく，市場メ

カニズムに基づく再分配を同時に実現する可

能性が大きいと推測される． 
なぜ中国人の協働関係は弱いのか．社会学

者は中国農村の共同体関係に，歴史学者は思

想や社会制度に答えを求めた．しかしそれら

の説では，華人社会のネットワークの強さを

説明できない．近代以降，中国人の協働関係

を地縁，血縁等により論じ，文化人類学に答

えを求める者が多い．いずれにしても一つの

軸によって，正反対になる二つの現象を説明

することは不可能である．それに答えるため，

本稿では中国人コミュニティは常に二つの難

問に直面していると考えた．一つは高い集積

コスト，例えば資本形成の場合，公権力によ

る独占や金融システムの未発達等が考えられ

る．高い集積コストが大規模化を阻止し組織

化に導く．しかし，中国人コミュニティは組

織コストも高く，長期的な組織化を阻止する．

高い集積コストに直面する場合，資本形成と
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いう共通目的のため，中国人コミュニティは

組織コストを自発的に抑える．そして，生産

規模の拡大に伴い，組織コストが顕在化する．

その結果，伝統的な華人社会は急速な資本形

成を成し遂げるが，大規模な資本形成を実現

することは極めて少ない．高い集積コストと

組織コストは大規模な土地，資本の集積を阻

止するが，原田（2020）が指摘したように中

国社会の中で常に「ビルド＆スクラップ」を

繰り返している．そして，この集積と分散の

繰り返しは人口圧力の高い中国社会において

集中と格差の拡大を防止する役割を果たす．

社会的安定の視点から見れば，本質的に一田

二主制である三権分置政策はその役割を果た

す手段であるといっても過言ではなかろう． 
 
 

脚注 ＊ 
 
1 愛知大学現代中国学部教授（1973 年～中国

北京市出身） 
2 経営権や耕作権との混乱を避けるため，以下，

請負権と称する． 
3 生産関係はマルクス経済学の中枢概念の 1

つであり，人間が生産をめぐってとり結ぶす

べての社会的関係を指す．また，生産手段の

所有は生産関係の基礎と位置付けられ，決定

権の所在，労働の負担，生産物の配分等を決

定する（置塩・鶴田・米田 1988：3-4）． 
4 原田（2020）は柏祐賢による「一地二主」や

日本語の「三権分離」等の表現を用いたが，

本稿では中国語原文の「一田二主」や「三権

分置」等の表現を用いた．また，原田による

「一田二主」では，村民委員会が農民の請け

負った土地をまとめ，他者に移譲（転包）す

る行為に注目して，請負権を田底権に，村民

委員会による集団所有を田面権に当てはめ

たが，本稿では最終処分権の所在と流動性の

観点から，第一所有権（田底権）を集団所有，

第二所有権（田面権）を請負権に該当させた． 
5 永佃制とは，土地の所有権を有する大地主が

永代小作農となる農民（小地主，または二地

主とも呼ばれる）に使用権を譲渡し，借地料

を受け取るもので，所有権の移転が使用権に

影響せず，使用権の相続と譲渡が可能なシス

テムである．土地の使用権を持つ農民は一般

小作農（佃農）に土地を貸し，借地料を受け

取ることが可能である．その場合，耕作農家

が支払った借地料は地主と永代小作農に配

分され，土地に二重所有が生じる．中国では

地主の所有権を田底権，田骨権とも呼び，永

代小作農の使用権を田面権，田皮権とも呼ぶ． 
6 近代における土地に対する所有権は，土地を

全面的，排他的，永久的支配，すなわち,使用,
処分,収益する権利を指す．第一所有権は農

地に関連する法律と条項による使用制限を

除いて，土地の地表，上空，地中の資源を含

む地下の範囲を及ぶ．第二所有権は第一所有

権に認められた範囲と期間内の農業生産に

関連する使用，処分,収益する権利であり，権

利の範囲は地表に限られ，上空と地下まで及

ばないが，相続，贈与，売却，賃貸すること

が可能である．永佃制ではこの第二所有権の

所有者を小地主と呼び，一般小作農と区別す

る． 
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